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新庁舎等の整備についてお知らせします！

12広報にしわき　平成31年4月号

つながる × 健康 × 新庁舎
　新庁舎・市民交流施設は行政機能だけではなく、
「つながり」をテーマとする健康交流機能・地域交
流機能・観光交流機能を有する複合施設です。
　今回は３つの多様な交流機能の内、健康交流機能
についてお話しします。
◆市民に最適な健康施策を生かした市民交流施設を
　目指して
　本市では、男女の健康寿命がともに県平均より短
く、一人当たりの医療費も年々増加しています。ま
た、外来診療の上位を生活習慣病が占めていますが、
平成30年に実施した西脇市健康増進計画に関する市
民アンケート調査では約７割の市民に運動習慣がな
いなど、市民の健康への関心が高いとは言えません。
　ますます高齢化が進展する中、市民の皆さんが少
しでも長く健康に過ごせるように、市では保健・医
療・介護に関するデータやアンケート結果を詳しく
分析して、最適な健康施策を打ち出そうとしていま
す。そして、その施策を市民交流施設に生かそうと
するのが、健康交流機能です。
◆多世代が楽しく健康づくり
　市民交流施設には、軽運動室などにフレイル（加
齢に伴う心身の活力低下状態）予防に活用できるト
レーニング機器を設置するなど、多世代が継続して
楽しく健康づくりに取り組めるような環境を目指し
ています。さらに、医師会などさまざまな関係機関
と連携し、地域全体で健康づくりに取り組めるよう
に検討を進めています。

◆問合せ　新庁舎建設室（市役所内線365）

▲医師等を対象とする筑波大学久野教授（スポー
ツ医学）によるフレイル予防に関する講演（２月
26日）
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◆対象事業・補助金額など

※移住者には上限額に加算措置があります。
※審査会では委員による書類審査と面談を行います。
※国や県などから、他の補助金を受けている事業や、風営
　法の許可を要する事業、フランチャイズ契約に基づく事
　業は対象外です。
※詳しくは商工観光課へお問い合わせいただくか、市ホー
　ムページをご覧ください。

経
営
革
新
や
新
規
事
業
に
取
り
組
む
事
業
者
を
支
援

新
規
事
業
に
取
り
組
む
事
業
者
を
支
援

※審査会では委員による書類審査と面談を行います。
※国や県などから、他の補助金を受けている事業は対象外
　です。
※詳しくは商工観光課へお問い合わせいただくか、市ホー
　ムページをご覧ください。

◆対象経費・補助金額など

対象経費 補助率 上限額 審査
方法

 ・事業所改修費

 ・備品購入費

 ・広告宣伝費

 ・事業所賃借料　など

１／２ 審査会
100万円

（加算額20万円）

対象事業 対象経費 補助率 上限額 審査
方法

・開発材料費
・設備導入費
・設計委託料 など

・設備／IT機器導入費
・技術指導料 など

・出展小間料
・展示ブース製作費

 販路開拓・拡大
（展示会等の出展・
　クラウドファン
　ディングの実施)

１／２ 30万円 書類

全額
(無料
派遣)

－ 書類 支援アドバイザー
 の派遣

・購入型クラウド
　ファンディング利
　用手数料 など
 事業に関する相談ア
 ドバイザーの派遣経
 費

 新設備・新生産方
 法の導入 １／４ 50万円 書類

 新製品・新サービ
 ス等の開発・導入 １／２ 200万円 審査会
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